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関市自治基本条例の運用及び進捗について 

 

【前文】 

 

【第１条～第６条関係】 

関市は、日本の中心に位置し、市内には、清流として名高い長良川やその支流である板取

川、武儀川、津保川が流れています。また、日本刀鍛錬、小瀬鵜飼など流域に住む人々の

様々な伝統文化が財産として守り続けられています。この豊かな自然、積み重ねられた歴史、

育まれてきた文化など貴重な地域資源を背景に地場産業が栄え、刃物のまちとして発展してき

ました。 

わたしたちは、先人の英知によって築かれ、平成の市町村合併により生まれ変わったこのま

ちを誇りに思い、誰もが心豊かに安心して暮らすことができるまちとして、未来を担う子どもたち

へ引き継ぎます。 

子どもからお年寄りまで全ての市民は、まちづくりに大切な存在です。わたしたちは、市民一

人ひとりの考えが大切にされ、市民が主役であることが実感できるまちを市民、議会及び行政が

協働してつくっていきます。 

そのためには、市民一人ひとりがお互いの人権を尊重し、価値観を認め合いながら人や地域

のつながりを大切にしなければなりません。また、全ての市民が市政に関心を持ち、まちづくりに

理解を深め、その取組に主体的かつ自律的に参画することが必要です。 

わたしたちは、地方自治の本旨にのっとり、関市のまちづくりの原則や仕組みなどを明らかに

し、全ての市民が心豊かに幸せを感じることができるまちの実現のためにこの条例を定めます。 

（目的） 

第１条 この条例は、関市のまちづくりの基本原則を定め、市民の権利、役割及び責務、議会

及び行政の責務並びに市民参画の施策を明らかにすることにより、協働によるまちづくり及び

市民自治を推進することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。 

(１) 市民 市内に住む人、市内で働く人、市内で学ぶ人及び事業者（市内で事業又は活動

を行う個人、法人その他団体をいいます。以下同じです。）をいいます。 

(２) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及

び固定資産評価審査委員会をいいます。 

(３) まちづくり 住みよい地域社会を目指して、市民、議会及び行政が取り組む活動をいい

ます。 

(４) 参画 市の事業、政策等の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいいます。 

(５) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場で連携し、協力することをいいます。 

（条例の位置付け） 

第３条 この条例は、関市のまちづくりの最も大切な理念を定めるものであり、市民、議会及び行

政は、この条例の規定を守ります。 

２ 行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっ

ては、この条例の趣旨を尊重します。 
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【第７条関係】 

[第７条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）ＶＳプロジェクト 

 高校生対象のまちづくりチーム。高校生ならではの視点を活かした情報発信や関市を舞台にイベン

トの企画・運営を行います。 

 

《実績》令和５年度 

関市内在住・在学の高校生１７名が参加。月１～２回の活動を実施。主な活動は、ＳＥＫＩ刃物まる

わかりブックの作成、刃物まつりでのイベントの実施（あつまれ！すごろくラリー）、まなびかふぇへの参

加（市内高校活動発表会）、プロキング（ゴミ拾いとジョギングを合わせたフィットネス）の実施 等 

 

（２）若者まちづくり団体・プレーヤー登録制度 

 関市で自主的かつ主体的にまちづくり活動を実施する１５歳から２９歳までの若者及びその団体に

対し、市が必要な物品の貸与やイベント保険の加入、事業のアドバイス等の伴走支援などのサポート

を行います。 

 

《実績》若者まちづくり団体・プレーヤーの登録・活動件数 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

登録件数 ２件 ２件 ７件 ５件 

活動件数 ２件 ２件 ７件 ６件 

 

（市民の権利） 

第５条 市民は、次に掲げる権利を有します。 

（１） 行政サービスを受け、安心して暮らす権利 

（２） まちづくりに関する情報を知る権利 

（３） まちづくりに関して学ぶ権利 

（４） まちづくりに参画する権利 

（市民の役割及び責務） 

第６条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに参画します。 

２ 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。 

（子どもの権利） 

第７条 市民、議会及び行政は、子どもが未来の担い手として尊重され、まちづくりに参画するこ

とができるよう努めます。 

（基本原則） 

第４条 市民、議会及び行政は、次の基本原則に基づき、まちづくりを推進します。 

（１） 市民が主役のまちづくり 

（２） 市民が生涯にわたり自由に学び合うまちづくり 

（３） 市民が参画するまちづくり 

（４） 市民、議会及び行政が協働するまちづくり 

（５） 情報を提供し共有するまちづくり 

（６） 自然、歴史、文化、産業等の地域資源を生かすまちづくり 
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（３）若者のまちの相談室 ＜新＞ 

 若者支援に取り組む地域おこし協力隊員が相談員となり、若者を対象とした相談業務を行います。

関市でやりたいことがある若者や悩みがある若者、その家族などが気軽に話ができる場所づくりを目

指します。 

 

【参考】 ５次総（関市第５次総合計画、後期基本計画、せきのまちづくり通信簿） 

施策５ 子育て支援 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

子育て支援の満足度 ９２．０％ ９３．５％ ９３．１％ ９０．８％ ９０．８％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２５．７％ ２９．３％ ２６．６％ ２５．４％ ２４．３％ 

※ 満足度は、せきのまちづくり通信簿の「とても満足」、「まあ満足」、「普通・どちらともいえない」の

回答を合わせた割合 

施策８ 教育環境づくり Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

教育環境づくりの満足度 ９０．４％ ９２．５％ ９２．５％ ９１．２％ ８９．３％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２７．０％ ２９．２％ ２３．９％ ２３．６％ ２０．２％ 

※ Ｒ１からＲ４までは「教育環境整備」 

施策９ 小中学校教育 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

小中学校教育の満足度 ９１．２％ ９１．１％ ９３．５％ ９２．１％ ９３．８％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２４．５％ ２４．２％ ２１．５％ ２２．１％ ２４．７％ 

 

施策１０ 関商工高等学校 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

関商工高等学校の満足度 ９４．９％ ９５．７％ ９６．０％ ９６．６％ ９６．８％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２１．７％ ２２．２％ １７．２％ ２２．９％ １８．１％ 

 

施策１２ 女性・若者活躍 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

女性・若者活躍の満足度 ８９．７％ ９０．１％ ９２．４％ ９０．３％ ８５．９％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １２．３％ １４．０％ １４．４％ １８．１％ １０．１％ 

※ Ｒ１からＲ４までは「若者活躍」 

 

 

【第８条関係】 

[第８条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）アクティブＧメン♪７５（生涯現役プロジェクト） 

 アクティブシニアセミナーの受講者（５０歳代～９０歳代）が、農業・木育（刃物）・保育・ＩＣＴを４本柱

に、子ども食堂やサロン向けの野菜づくり、刃物ワークショップの指導サポート、保育園の野外活動の

見守りボランティア、中学校のプログラミング授業のサポートなどを行い、「アクティブに動けるＧＥＮＫＩ

（元気）なメンバー♪健康寿命７５歳以上」を目指します。 

 

《実績》アクティブＧメン♪７５の登録者数 

 Ｒ４ Ｒ５ 

登録者数 ３６人 ７３人 

 

 

（高齢者、障がい者等の権利） 

第８条 市民、議会及び行政は、高齢者、障がい者等が地域社会の一員としてまちづくりに参

画することができるよう努めます。 
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【参考】 ５次総 

施策３ 障がい者福祉 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

障がい者福祉の満足度 ９２．６％ ９３．４％ ９３．２％ ９２．９％ ９１．６％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２０．７％ １９．７％ １８．４％ １８．７％ １７．７％ 

 

施策４ 高齢者福祉 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

高齢者福祉の満足度 ８９．１％ ９０．９％ ９１．３％ ８９．３％ ８６．７％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２５．７％ ２６．１％ ２５．３％ ２１．７％ ２２．２％ 

 

施策１４ 多様性社会（ダイバーシティ） Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

多様性社会の満足度 ９２．８％ ９０．０％ ９１．６％ ９０．５％ ９２．４％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ８．２％ ９．０％ ９．１％ １２．１％ ９．３％ 

 

 

【第９条関係】 

[第９条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）市民活動助成金 

 住民主体の地域づくりを支援するために、団体が実施する地域課題の解決及び地域の活性化を

図る事業に対して助成を行います。 

 

《実績》市民活動助成金の交付件数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

ときめき助成金（初動支援型） １１件 ４件 ５件 ３件 ９件 

きらめき助成金（市民提案型） ３件 １件 ７件 ３件 ４件 

いきいき助成金（協働提案型） ２件 ２件 １件 ０件 ０件 

 

（２）ソーシャルビジネス支援助成金 

 市民が地域で豊かに生活できる地域づくりを支援することを目的として、市内において、地域の社

会的課題の解決や地域の活性化を図るソーシャルビジネスに対して助成を行います。 

 

《実績》ソーシャルビジネス支援助成金の交付件数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

交付件数 ２件 １件 ０件 ０件 ０件 

 

（３）ふるさと応援交付金（ガバメントクラウドファンディング） ＜新＞ 

 市内における地域の社会的課題の解決や地域の活性化を図る事業を行う団体、企業等に対し、

ふるさと納税型クラウドファンディング（ガバメントクラウドファンディング）の制度を活用して集まった寄

付金を原資とした交付金の助成を行います。 

 

 

 

 

（事業者の社会的責任） 

第９条 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚し、地域社会への貢献に努めま

す。 
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【参考】 ５次総 

施策１１ 市民協働 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市民協働の満足度 ９０．８％ ９３．５％ ９４．０％ ９１．７％ ９２．１％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １９．７％ １７．７％ １７．２％ １８．０％ １５．０％ 

 

施策１９ 工業 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

工業の満足度 ８６．６％ ８７．５％ ８７．３％ ８８．３％ ９３．８％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １３．２％ １３．７％ １０．８％ １５．６％ ２０．２％ 

 

施策２０ 商業 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

商業の満足度 ８５．３％ ８６．３％ ８７．１％ ８７．０％ ８４．２％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １０．７％ １３．８％ １１．０％ １４．４％ １５．２％ 

 

 

【第１０条関係】 

[第１０条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）議会に関する情報提供 
定例会や臨時会終了後に、一般質問の内容や審議結果を広報紙やホームページなどで周知し

ます。市の広報紙内に掲載していた「議会だより」を令和６年から独立させて、単独での発行に切り替

えました。 
本会議及び委員会の会議録をインターネット（会議録検索システム）に掲載します。 

  
《実績》議会だよりの発行回数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

発行回数 ６回 ６回 ６回 ７回 ５回 

※ 年度ではなく、年（1月～１２月）での集計 

 

（２）会議の動画配信  
本会議の動画をインターネットで配信します。 

 

《実績》  
より多くの方に視聴していただけるよう、YouTube 関市議会公式チャンネル（R2.1～）にて、本会

議をライブ配信するとともに、直近の本会議の録画を配信（関市議会ホームページからも YouTube

とのリンクにより視聴可能）  
 

 

【第１１条関係】 

（議会の責務） 

第１０条 議会は、市政に関する重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視しま

す。 

２ 議員は、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映します。 

３ 議員は、議会の活動に関する情報を市民に提供します。 

（行政の責務） 

第１１条 行政は、市政運営に関する事務を執行するに当たり、市民の意思を反映します。 
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[第１１条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

→ 第２３条 パブリックコメント制度を参照 

 

 

【第１２条関係】 

[第１２条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）施政方針 

毎年度、市長の施政方針について、市ホームページで公表します。 

 

《実績》 

令和６年度施政方針を令和６年２月に市ホームページで公表 

 

（２）市民の皆さんと語る会 

○市長と語る会 

市民と市長との対話を通じ、市政への理解を深めていただくことともに、市政に対する意見や提言

を聴くことにより、市民の皆さんの声の届く市政を推進することを目的として、市民の皆さんと語る会を

開催します。 

 

○市長とミライとーく ＜新＞ 

令和６年３月から、毎月テーマに合った人を募集し、関市の未来について市長とざっくばらんに話

す機会を設けて、意見を今後のまちづくりに活かします。 

テーマの例 「関市の今、関市の未来について」（高校生・大学生） 

「女性視点の避難所について」（１８歳以上の女性） 

「関市のスポーツイベントを盛り上げたい！」（３０代以下の人） 

「若者の選挙事情について」（１０代、２０代の人） 

 

《実績》市民の皆さんと語る会（市長と語る会、市長とミライとーく）の開催回数 

 Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数 ４回 ２回 

※Ｒ４は「市長と語る会」と「車座集会」 

 

【参考】 ５次総 

施策４０ 広報・シティプロモーション Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

広報・シティプロモーションの満足度 ９０．１％ ９０．０％ ９０．５％ ８９．２％ ９３．７％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２２．０％ ２３．４％ ２３．８％ ２４．０％ １７．９％ 

 

 

（市長の責務） 

第１２条 市長は、施政方針を明らかにし、市民のために効率的な市政運営を行います。 

２ 市長は、市民のために将来を展望し、持続可能なまちづくりを推進します。 

３ 市長は、市民の意見を聴く機会を設けます。 
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【第１３条関係】 

[第１３条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）地域支援職員 

地域委員会が行う地域振興計画に基づくまちづくり活動を支援するため、地域支援職員（任期２

年）を任命し、各地域（全１５地域）に配置します。 

 

《実績》地域支援職員の任命人数 

 Ｈ３０・Ｒ１ Ｒ２・３ Ｒ４・５ Ｒ６・７ 

任命人数 ７５人 ７５人 ７５人 ６０人 

※Ｒ４・５までは、地域ごとに職員４人、アドバイザー（管理職員）１人の計５人を任命 

※Ｒ６・７は地域ごとに職員４人を任命 

 

（２）市民協働推進員 

市民、市民活動団体、事業者等の多様な主体と行政との協働を推進するため、各部署に市民協

働推進員を１名配置します。 

また、市民協働推進員に対する研修会を開催し、協働の推進強化を図ります。 

 

《実績》市民協働推進員研修会 

○令和５年度（令和５年７月１４日） 

「協働を育む市民の主体性 －実践事例（リアル）と論理（ロジック）の紹介－」 

講師：馬袋 真紀さん（朝来市役所職員（兵庫県）） 

 

○令和６年度（令和６年６月１３日） 

「市民活動の現場で聞こえるリアルな声／協働推進員を紹介するチラシを作成しよう／協働強化

月間」 

講師：田原 晃成さん（関市市民活動センター職員） 

 

（３）協働強化月間 ＜新＞ 

 ７月を協働強化月間と称し、市民活動団体と関市が協働することにより、公共サービスをより細や

かに、かつ効率的、効果的に実施できる活動の提案を集中的に募集し、市民と行政のマッチングを

促すことで協働の実現を図ります。 

 

【参考】 ５次総 

施策４３ 職員育成 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

行政運営の満足度 ８６．８％ ８３．８％ ８６．２％ ８７．８％ ８６．０％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １２．５％ １１．０％ １０．６％ １１．８％ ９．３％ 

 

 

（職員の責務） 

第１３条 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、公正かつ誠実に職務を行います。 

２ 職員は、地域社会の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働してまちづくり

を推進します。 



8 

 

【第１４条関係】 

[第１４条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）基本構想・実施計画の策定及び進行管理 

第５次総合計画の策定・実施計画の策定と、進行管理を行います。 

 

《実績》 

関市第５次総合計画（２０１８～２０２７）  平成３０年４月策定 

関市第５次総合計画後期基本計画（２０２３～２０２７）  令和５年３月策定 

 

（２）行政評価の実施及び公表 

効率的かつ効果的な行政運営と行政の説明責任を果たすために、行政評価を実施し、その結果

を公表します。 

 

《実績》 

令和４年度事業の行政評価を実施し、令和５年１０月に市ホームページで公表 

 

【参考】 ５次総 

施策４１ 行財政改革・行政評価 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

行政運営の満足度 ８６．８％ ８３．８％ ８６．２％ ８７．８％ ８６．０％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １２．５％ １１．０％ １０．６％ １１．８％ ９．３％ 

 

 

【第１５条関係】 

[第１５条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）長期財政計画 

関市健全な財政運営に関する条例第１７条の規定に基づき、長期財政計画を策定します。 

 

＜参考＞関市健全な財政運営に関する条例（平成２４年関市条例第１７号） 

（長期財政計画の策定等） 

第 17条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、10年の期間における各年度 

の次に掲げる事項を記載した長期財政計画を策定し、これを議会に報告するとともに、公表 

しなければならない。 

(１) 普通会計の歳入歳出見込額 

（総合計画） 

第１４条 市長は、計画的に市政を運営するため、基本構想、基本計画及び実施計画から構

成される総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定します。この場合において、基本構

想は、議会の議決を経ることとします。 

２ 市長は、総合計画を着実に推進するため、総合計画の適切な進行管理及び評価を行いま

す。 

３ 市長は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、広く市民の意見を聴きます。 

（財政運営） 

第１５条 市長は、長期財政計画を策定し、将来にわたり健全な財政運営を行います。 

２ 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを適切に執行します。 

３ 市長は、予算編成の過程、予算執行、決算等の財政状況を市民に分かりやすく公表しま

す。 
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(２) 特別会計及び事業会計の歳入歳出見込額 

(３) 関市財政調整基金その他財政の安定化のために資金を留保している基金の現在高見 

込額 

(４) 地方債の現在高見込額 

(５) 財政運営判断指標の見込み 

(６) 実質公債費比率の見込み 

 

 

《実績》 

令和６年度～令和１５年度の長期財政計画を令和６年２月に市ホームページで公表 

 

（２）予算・決算その他財政状況の公表 

予算編成方針・過程の公表や、広報における予算・決算、財政状況等の情報提供、財政状況を

分かりやすく解説した「せきしのよさん」「せきしのけっさん」を公表します。 

 

《実績》 

令和５年１１月に「令和４年度せきしのけっさん」を、令和６年３月に「令和６年度せきしのよさん」を

市ホームページで公表 

 

【参考】 ５次総 

施策４６ 財政運営 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

財政運営の満足度 ９０．３％ ８８．６％ ８９．９％ ８９．５％ ８９．１％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １３．９％ １３．５％ １３．３％ １３．２％ １１．０％ 

 

 

【第１６条関係】 

[第１６条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）行政評価制度の実施及び公表  ※再掲：第１４条関係（２） 

効率的かつ効果的な行政運営と行政の説明責任を果たすために、行政評価を実施し、その結果

を公表します。 

 

《実績》 

令和４年度事業の行政評価を実施し、令和５年１０月に市ホームページで公表 

 

【参考】 ５次総 

施策４１ 行財政改革・行政評価 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

行政運営の満足度 ８６．８％ ８３．８％ ８６．２％ ８７．８％ ８６．０％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １２．５％ １１．０％ １０．６％ １１．８％ ９．３％ 

 

 

（行政評価） 

第１６条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施します。 

２ 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、市政運営に反映します。 
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【第１７条関係】 

[第１７条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）地域防災計画 

市、関係機関及び市民が協働して、災害予防、災害警戒・対策等を行うための計画に沿って実

行します。 

 

《実績》 

令和６年３月に関市地域防災計画を修正 

  ＜主な修正内容＞ 学校における防災教育の推進、広域避難に備えた体制の整備、避難情報

発令における気象防災アドバイザー等の活用 

 

（２）関市防災基本条例の制定 ＜新＞ 

防災に関する基本理念及び防災対策の基本的な方針を定め、災害に強いまちを実現するために、

関市防災基本条例の制定を目指します。（令和６年第２回定例会に上程） 

 

＜参考＞関市防災基本条例（案） 

（基本理念） 

  第３条 防災対策は、自助（自らのことは自らが守ることをいう。）、共助（地域において助け合い、

お互いを守ることをいう。以下同じ。）及び公助（市が市民及び事業者を災害から守ることをい

う。）の理念を基本として、市民、事業者、自主防災組織及び市がそれぞれの役割及び責務を

果たし、平時から協働して推進されなければならない。 

  ２ 防災対策は、災害時において人の生命及び身体を守ることを最も優先するとともに、被害の最

小化を図ることを基本として行われなければならない。 

  ３ 防災対策は、被災者の年齢、国籍、性別、障がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、

適切な配慮がなされなければならない。 

 

【参考】 ５次総 

施策２５ 防災・減災・消防 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

防災・減災・消防の満足度 ９０．０％ ９１．２％ ９０．３％ ９０．２％ ９１．７％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） ２１．８％ ２１．１％ ２１．９％ １９．９％ ２６．２％ 

 

 

【第１８条関係】 

[第１８条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

 

→第５条、第１０条、第１５条、第１６条、第２０条、第２１条、第２３条、第２７条に関連 

 

（１）まちづくり講演会 

市民のまちづくり活動の参考となるような講演会を開催します。 

（危機管理） 

第１７条 行政は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民、議会及び関係

機関と連携し、危機管理を行います。 

（情報の共有） 

第１８条 市民、議会及び行政は、協働のまちづくりを推進するため、必要な情報を提供し、共

有します。 
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《実績》まちづくり講演会の参加人数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

参加人数 ４８人 ２８人 ２７人 ３０人 １５人 

※ Ｒ１、Ｒ２は地域支援職員の研修を兼ねて開催 

 

○まちづくり講演会の開催状況 

・令和５年度（令和６年３月１９日） 

「地元と移住者が創る賑わい －六日町通り商店街の再生と復活－」 

講師：三浦 大樹さん（栗原市地域おこし協力隊（宮城県）） 

 

・令和６年度（９月開催予定） 

「若者×高齢者 若者と創るまちづくりの方法（仮）」 

  講師：山田 芳雅さん（合同会社ひとむすび代表（広島県）） 

 

（２）自治基本条例の啓発活動 ＜新＞ 

 市民に広く自治基本条例を知ってもらい、かつ理解してもらうため、ホームページやイベントなどで

条例を周知し、啓発を行います。 

 

《実績》 関市ホームページに「関市自治基本条例」の紹介ページを掲載 

 

○令和６年度に行う予定の啓発活動 

・１０月に開催される「刃物まつり」で自治基本条例のＰＲ活動を行います。（出展申込済） 

・今年１２月に自治基本条例の制定から１０年を迎えることを契機に、広報せきで条例の啓発記事を

掲載します。 

 

 

【第１９条関係】 

[第１９条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、関市個人情報保護法施行条例（令

和５年条例第１号） 

 

（２）個人情報の取扱いに関する研修・講演 

 まちづくりを進めるうえでの個人情報の適切な取扱いについての研修、講演を行います。 

 

《実績》 

関市自治会連合会桜ヶ丘支部 総務部会（令和６年６月８日） 

「自治会における個人情報の取扱いについて」（講師：市民協働課職員） 

 

【第２０条関係】 

（個人情報の保護） 

第１９条 市民、議会及び行政は、まちづくりに関する情報の収集、利用及び提供に当たって

は、個人情報について慎重かつ適切に取り扱います。 

（説明責任） 

第２０条 行政は、市政運営に関する情報を市民に分かりやすく説明します。 

２ 行政は、市民の意見、提案及び要望に誠実かつ速やかに答えます。 
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[第２０条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）情報公開制度 

関市公文書公開条例（平成９年条例第４４号） 

 

《実績》公文書の公開決定状況 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

公開 １４件 ５５件 ３２件 ４０件 ３９件 

部分公開 ６件 ９件 ９件 １０件 １３件 

非公開 ０件 ０件 ０件 １件 １件 

不存在 １件 ５件 ３件 ２件 ２件 

 

（２）行政手続制度 

関市行政手続条例（平成８年条例第２７号） 

 

（３）パブリックコメント制度 

関市パブリックコメント手続実施要綱（平成１９年告示第５２号） 

 

（４）市民の声・自治会要望への対応 

市民からの提案や意見、問い合わせ、相談を「市民の声」として電話やメール等で受け付け、速や

かに回答します。 

また、自治会からの要望を受け付け、速やかに回答します。 

 

《実績》市民の声、自治会要望の処理件数 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市民の声 不明 ４９１件 ６０８件 

自治会要望 １０９件 

（８２自治会） 

１６０件 

（９６自治会） 

４７３件 

（９４自治会） 

 

 

【第２１条関係】 

[第２１条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）審議会等の委員の公募 

審議会等の委員は、公募による市民を含めて選任します。 

 

《実績》各種審議会等の公募状況 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

公募をする審議会等の数 １４機関 １５機関 １４機関 １６機関 １６機関 

公募委員の募集人数 ７３人 ７７人 ７３人 ８０人 ８３人 

公募委員数 ６７人 ６９人 ６６人 ７３人 ７２人 

公募による委員の充足率 ９１．８％ ８９．６％ ９０．４％ ９１．３％ ８６．７％ 

 ※公募委員の募集人数が「若干名」の審議会等は、公募委員数と同数の取扱いをしている。 

 

（審議会等） 

第２１条 行政は、審議会等の附属機関の委員を選任する場合は、原則として公募による市民

を含めます。 

２ 審議会等の会議は、原則として市民に公開します。 
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○令和５年度の各種審議会等の公募状況 
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（２）審議会等の会議の公開、会議資料・議事録の公表 

関市審議会等の会議の公開に関する規程（平成２９年訓令甲第２号） 

 

 

【第２２条関係】 

[第２２条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

 

※ 平成２８年度第１回自治基本条例推進審議会で、住民投票条例の常設化について提案があり、

平成２８年度第２回自治基本条例推進審議会において審議されました。 

「ただちに常設化をする考えはない。」（事務局） 

「常設型にすると、年齢制限や住民の範囲など、かなり議論する必要があると考える。市政や議会

がある中で住民の参画をどのように自治基本条例に位置付けるかが課題。常設化により全ての問

題が解決するわけではない。急がずに議論していくことが大事である。」（会長） 

 

 

【第２３条関係】 

[第２３条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）パブリックコメントの実施 

市民生活にとって重要な条例、計画、制度等を定めようとするときには、あらかじめ市民に公表し、

意見を聞くパブリックコメントを実施します。 

（住民投票） 

第２２条 市長は、市政に関する特に重要な事項について広く住民（市内に住所を有する者を

いいます。以下同じです。）の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される

条例（以下「住民投票条例」といいます。）の定めるところにより、住民投票を実施することが

できます。 

２ 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例

の制定を市長に請求することができます。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。 

（パブリックコメント制度） 

第２３条 行政は、重要な計画、制度等（以下「計画等」といいます。）を定めようとするときは、

事前にその内容を広く公表し、市民から意見を募るパブリックコメントを実施します。 

２ 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見に対し考え方を公表するとともに市民

の意見を尊重し、計画等に反映するよう努めます。 
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《実績》パブリックコメント案件数 

 Ｒ４ Ｒ５ 

案件数 ４件 ８件 

 

○パブリックコメント（令和５年度）案件一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【第２４条関係】 

[第２４条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）地域委員会 

関市地域委員会規則（平成２７年規則第１９号）に基づき、地域の課題を解決するため、小学校

区を基本として、当該地域の自治会、各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域

委員会を認定します。 

 

《実績》 

令和５年１０月に、瀬尻地域の地域委員会として、「あゆのせ協議会」を認定。これにょり、市内全

地域（１５地域）において地域委員会が認定された。 

 

（２）地域づくり支援交付金 

地域委員会が行う地域振興計画に基づくまちづくり活動において実施する事業に対して地域づくり

支援交付金を交付します。 

令和６年度から、交付金の加算対象となる事業として、居場所づくり事業（社会とつながるきっかけ

づくり、居場所づくりその他の不登校の子ども又はひきこもりの人を支援するための事業）が追加され

た。 

※従来からの交付金の加算対象となる事業は、子育て応援事業、女性主体事業、若者主体事

業、地域振興計画事業 

（地域委員会） 

第２４条 市民は、地域の課題を解決するため、小学校区を基本として、当該地域の自治会、

各種団体、事業者等の多様な団体及び個人で構成する地域委員会（以下「地域委員会」と

いいます。）を設立することができます。 

２ 地域委員会は、誰もが参加できる開かれた組織とし、その適切な運営に努めます。 

３ 地域委員会は、当該地域が取り組む活動方針及び事業を定める地域振興計画を策定しま

す。 

４ 行政は、地域委員会の設立及び活動を支援します。 
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《実績》地域づくり支援交付金の交付額 

 Ｒ４ Ｒ５ 

交付額 ３７，５１７，０７４円 ４２，５８１，９００円 

 

（３）地域支援職員＜再掲：第１３条関係＞ 

地域委員会が行う地域振興計画に基づくまちづくり活動を支援するため、地域支援職員（任期２

年）を任命し、各地域（全１５地域）に配置します。 

《実績》地域支援職員の任命人数 

 Ｈ３０・Ｒ１ Ｒ２・３ Ｒ４・５ Ｒ６・７ 

任命人数 ７５人 ７５人 ７５人 ６０人 

※Ｒ４・５までは、地域ごとに職員４人、アドバイザー（管理職員）１人の計５人を任命 

※Ｒ６・７は地域ごとに職員４人を任命 

 

（４）地域委員会活動の促進 

地域の課題を解決するため、各地域で取り組まれている地域委員会活動に対する支援を実施し

ます。 

 

《実績》各地域委員会の主な事業（令和５年度） 

地域名 主な事業 

安桜 軒先ショップ（毎週火曜日）、安桜山ウオーキング、安桜夏祭り、文化祭、花餅作

り、イルミネーション 

旭ヶ丘 田んぼの生き物調査、文化祭＆秋祭り、防災フェスタ、がやがや夜祭、ハロウィン

で安全確認、モルック体験会、伝承もちつき 

鮎之瀬 防災フェスタ＆文化祭（演芸）、文化祭（作品展示）、ラダーステップと七草がゆを

楽しむ、冬の楽しみ会（お菓子作り）、冬の楽しみ会（バランスボール） 

倉知 くらちみんなの広場、秋まつり、防災勉強会、苔玉づくり教室、夏休み親子でヨガ教

室、軒先ショップ、サイエンスマジックショー 

富岡 男性限定とみトレクラブ、グラウンドゴルフ大会、子ども食堂、大岡山整備事業、秋

まつり、バランスボール運動 

西部 ２０周年コンサート、イルミネーション・シンボルツリー、ホタル観察会、山歩き体験

学習、西部ふれあいまつり（作品展）、フォトオリエンテーリング大会、救急救命講

習会 

田原 田原ふれあい文化祭、チャレンジ竹細工教室、デマンドバスマップ、田原みんなの

おうち事業、グラウンドゴルフ大会、子育てサロン 

下有知 ふれあい文化祭、親子ふれあい広場、玉入れ大会、防犯防災対策事業、ふれあ

い山王山登山、カローリング大会、親子クッキング 

富野 わくわく手作りカフェ、本城山登山、富野ふれあい文化祭、寄せ植え教室、夏休み

親子教室、折り紙教室、買い物支援バス 

桜ヶ丘 文化祭＆秋祭り、もりもり運動教室、すくすくティータイム、ふれあい木曜マーケッ

ト、桜ケ丘体力測定会、ふれあいウオーキング 

洞戸 カレンダー作り、写真コンテスト、防災講話、クリスマス会、さつまいもの苗植えと収

穫作業 カトラリー作成、キウイ教室 

板取 夏の板取キャンプ、ノルディックウオーキング教室、ロコモーショントレーニング、自

然ガイド養成事業、ガイドマップ作成 

武芸川 ドッジビー大会、3×3ＭＵＧＥＧＡＷＡ2023、つるむらさきフェスタ、趣味講座開催

（苔玉、正月飾り等）、安全で安心な暮らしを守るまち歩き 
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地域名 主な事業 

武儀 伝説ロマンウォーク、武儀の文化財勉強会、夏休み工作体験会、花の寄せ植え教

室、いなかっこクラブ、短歌大会 

上之保 西国三十三観音塔巡り案内、城山に登ろう、夏休み宿題応援塾、見守り訪問、ふ

れあい祭り、ゆずの華ずしづくり、いなか体験イベント 

 

〇市民活動センターによる地域委員会サポートの実績 

市民活動センターが地域委員会を積極的にサポートし、「地域の課題は地域で解決する」まちを

目指します。 

■地域委員会向けの研修会 

７月３０日  地域の課題共有＆解決会議 

■地域支援職員向けの研修会 

７月１２日  地域支援職員研修 「地域カルテの読み方講座」 

■地域の自慢大会 

１２月７日  地域の自慢大会「子育て＆若者事業の自慢」 

各地域委員会が他地域に勧めたい子育て事業や若者事業について発表した。 

 

【参考】 ５次総 

施策１１ 市民協働 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市民協働の満足度 ９０．８％ ９３．５％ ９４．０％ ９１．７％ ９２．１％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １９．７％ １７．７％ １７．２％ １８．０％ １５．０％ 

 
 

【第２５条関係】 

[第２５条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）市民活動センターの運営 

市民活動団体設立、運営、事業等の相談業務やコーディネート、活動の助言などのサポート、人

材育成、研修、交流の活動を実施します。 

 

《実績》市民活動センターの運営状況 

■センターの利用者数・備品利用者数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

利用者数 ２，７２６人 １，２３９人 １，５７９人 １，５３７人 ２，２６１人 

備品利用者数 １，７５１人 ７１４人 ８４３人 ８２８人 １，０８１人 

 

■センター登録団体数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

登録団体数 ２４０団体 ２４３団体 ２５１団体 ２５２団体 １７５団体 

※Ｒ５に登録団体情報の更新を行い、解散団体などを抹消した。 

 

■相談件数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

相談件数 ４０６件 ３５１件 ３３４件 ２７０件 ３５４件 

（市民活動センター） 

第２５条 市長は、市民、市民活動団体等の主体性及び自律性を尊重し、協働して市民活動

を推進するため、市民活動センターを設置します。 
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【参考】 ５次総 

施策１１ 市民協働 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市民協働の満足度 ９０．８％ ９３．５％ ９４．０％ ９１．７％ ９２．１％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １９．７％ １７．７％ １７．２％ １８．０％ １５．０％ 

 

 

【第２６条関係】 

[第２６条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）まちづくり市民会議の開催 

市政全般に関する課題を市民の視点で洗い出し、行政へ政策提言します。令和５年度は、従来

の会議とは異なり、試験的に３つの新しいスタイルにより会議を開催しました。 

 

《実績》令和５年度のまちづくり市民会議 

○まちづくりミーティング 

 無作為抽出で選ばれた市民が集まり、日頃から考えている地域の課題について話し合った。 

 ・会議回数 ４回（6/17、7/8、7/22、8/19） 

 ・参加者数 １８人 

 

○ジブンゴト会議 

 第５次総合計画後期基本計画における課題の中からテーマを取り上げ、そのテーマに関係する属

性の市民を集めて話し合い、テーマに関係する提案を発表した。 

【テーマ「子どもの遊び場」】 

 ・会議回数 ５回（9/16、10/19、11/9、12/4、12/14） 

 ・参加者数 ３人（子育て中の人） 

【テーマ「定年後のライフプラン」】 

 ・会議回数 ４回（9/16、10/11、11/3、12/3） 

 ・参加者数 ４人（定年を控えた５０代～６０代の人） 
 

○まちづくりカレッジ 

 関市のまちづくりに関心をもってもらえるよう、講座形式で関市の政策や総合計画などを学んだうえ

で、行政やまちづくりに関して話し合った。 

 ・会議回数 ３回（12/21、1/18、2/8） 

 ・参加者数 ６人 

 

※令和６年度のまちづくり市民会議 

○まちづくりミーティング ＜新＞ 

 Ｒ５の「ジブンゴト会議」をベースとしたスタイル。子育てや女性活躍など、関市のまちづくりに想いを

持つ人が「若者、女性に選ばれる心ときめくまち」を実現するためのアイデアを話し合い、関市長に提

案します。 

 
 
 

（まちづくり市民会議） 

第２６条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民が市政に関する施策を提言する

まちづくり市民会議（以下「まちづくり市民会議」といいます。）を開催します。 

２ 市民は、まちづくり市民会議に主体的に参画します。 

３ 行政は、まちづくり市民会議から提言のあった施策の実現に努めます。 
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（２）まちづくり市民会議の提案に対する検討 

まちづくり市民会議の提案の実現について、担当課において検討し、施策の実現に努めます。 

 

《実績》まちづくり市民会議での提案件数・採択件数 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

提案件数 ５件 ７件 ６件 ５件 ４件 

採択件数 ３件 ７件 ５件 ２件 ３件 

※Ｒ５の提案は「ジブンゴト会議」のみ。 

 

【参考】 ５次総 

施策１１ 市民協働 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市民協働の満足度 ９０．８％ ９３．５％ ９４．０％ ９１．７％ ９２．１％ 

（「とても満足」・「まあ満足」） １９．７％ １７．７％ １７．２％ １８．０％ １５．０％ 

 

【第２７条関係】 

[第２７条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

（１）まちづくり市民意識アンケート（せきのまちづくり通信簿）の実施 

無作為抽出した満１６歳以上の市民３，０００人を対象に、総合計画の進捗状況の確認や、まちづ

くりに対する市民意識を把握しています。 

 

《実績》 

令和５年１１月１５日～令和５年１２月１日にかけてアンケートを実施 

調査対象者（令和５年１１月現在 関市に居住している満１６歳以上の市民３，０００人） 

 

○まちづくり市民アンケートの有効回収数・回収率 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

有効回収数 １，３４８票 １，３６８票 １，２３５票 １，２９７票 １，１８２票 

回収率 ４４．９％ ４５．６％ ４１．２％ ４３．２％ ３９．４％ 

 

（２）まちづくり市民意識アンケート（せきのまちづくり通信簿）の公表 

市ホームページ上でアンケートの結果を公表します。 

 

《実績》 

 令和５年度アンケート調査結果報告書を令和６年３月に市ホームページで公表 

 

 

【第２８条関係】 

 

 

（まちづくりに関する住民満足度の調査） 

第２７条 市長は、まちづくりに関する住民の満足度を調査します。 

２ 市長は、前項の調査結果を公表し、市政に反映します。 

（国、県その他の自治体との協力） 

第２８条 行政は、共通する課題を解決するため、国、県その他の自治体と相互に連携し、協

力します。 
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[第２８条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

地域創生・３市広域連携協定、東海環状自動車道沿線都市相互の地域活性化推進のための交

流連携、中濃広域行政事務組合ほか 

 

 

【第２９条関係】 

[第２９条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

《実績》関市の姉妹都市・友好都市 

  ・モジ・ダス・クルーゼス市（ブラジル） 姉妹都市宣言（昭和４４年５月２０日） 

  ・黄石市（中国） 友好都市宣言（平成９年１０月２４日） 

  ・氷見市（富山県） 姉妹都市宣言（平成１１年３月１２日） 

 

 

【第３０条関係】 

 [第３０条に規定された事項を推進するための具体的な施策・取り組み] 

関市自治基本条例推進審議会の開催 

 

《実績》審議会の開催回数  

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

開催回数 １回 ０回 ０回 ０回 ２回 

 

 

【第３１条関係】 

（他地域との交流） 

第２９条 市民、議会及び行政は、国内外の地域及び団体との多様な交流をまちづくりに生か

します。 

（関市自治基本条例推進審議会） 

第３０条 市長は、この条例の運用及び進捗を管理するため、関市自治基本条例推進審議会

（以下「審議会」といいます。）を設置します。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用及び見直し並びに協働のまちづくりの推進に

関することについて調査及び審議し、答申します。 

３ 審議会は、前項に定めるもののほか、この条例の運用及び見直しについて市長に提言する

ことができます。 

４ 市長は、この条例を見直す必要があるときは、審議会の意見を尊重します。 

５ 審議会は、学識経験者、公共的団体の推薦による者及び公募による市民のうちから市長が

委嘱する１５人以内の委員で組織します。 

６ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし、委員の再

任は妨げません。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 

（委任） 

第３１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。 




